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◇放課後子ども教室モデル事業について 
       

〇モデル事業の趣旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イメージ図） 

 次代を担う人材の育成や、安全･安心な活動の場を整備することを目的として、子どもにとって望ましい「放課

後」を実現するため、「放課後」、小学校施設を活用して、子どもの成長に必要な要素「３間」を確保する「放課

後子ども教室」事業について、平成 30 年度は、事業内容を限定して、学校と地域の事情に応じて、試行的に「放

課後子ども教室」のモデル事業を実施し、利用者（児童・保護者）ニーズの実態や事業の効果、実施に係る課題

及び経費の見込等を分析・検証することによって、より効果的で効率的な事業スキームの構築を図る。 

（国の放課後子ども総合プランの「放課後子供教室」の一環として実施） 
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〇モデル事業の実施校及び対象児童   市内 45 小学校から、ブロック別（北部、東部、中部、南部）に各 1 校を選び、計 4 校でモデル事業を実施する。

対象児童は、モデル事業実施校に通う小学 1 年生から 6 年生までの児童、及び当該校区に居住する当該校以外への

就学児童とする。        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇児童の参加の方法 

児童の自由で自主的な遊びの場（空間）を確保する事業ではあるが、放課後、下校をせず、学校施設を活用して

実施する事業であること、既存の放課後自習教室（放課後子供教室の一環として実施）においても、事前登録、出

退確認を行っていること等から、基本的に、事前登録・出退確認を行う仕組みづくりを行う。 

なお、放課後子ども教室モデル事業への参加費用は無料とする。ただし、材料費等、実費負担が必要な場合に徴

収することがある。 

 

○モデル事業の実施方式 

モデル事業の実施方式は、対象校 4 校一括の事業委託で実施する。事業委託先の決定は、類似事業の運営実績を

有するＮＰＯ、公益法人または企業等を対象として選定する。 

※モデル事業実施校選定の考え方  平成 31年度以降、事業を本格実施した場合に、学校との連携をはじめ、既存の

留守家庭児童会室事業や放課後自習教室事業、さらには学校休業日の土曜日等に

実施の枚方子どもいきいき広場事業等との連携や調整を要する課題ができるだけ

具体的に把握できるよう、それらの事業が継続的かつ安定して一定の規模・回数

で展開されている小学校を選定する。（平成 30 年度、学校施設等の大規模工事の

予定がある小学校は対象としない。） 

 

 

【ブロック別小学校一覧】 （単位：人）

701 423 278

116/137 92/138 55/100

446 396 590

90/131 80/98 99/100

571 238

89/130 46/47

722 477

133/179 125/125

940 770 628

187/195 160/172 121/141

618 520 320

136/138 103/139 59/100

598 528 477

114/141 128/135 117/135

510 442 345

130/148 110/119 70/100

438 144 227

117/147 29/50 66/66

244 204 497

47/50 51/100 102/106

241 451 429

53/75 86/137 98/100

488 272 626

107/148 48/50 117/150

575 549 482

126/139 85/100 79/100

436 587 736

86/98 123/125 140/149

263 776 511

42/50 152/165 100/150

442 535

64/87 108/131

※ブロック（北部・東部・中部・南部）は、枚方市コミュニティ連絡協議会のブロック割

※各小学校下段は平成29年6月1日現在の留守家庭児童会室入室児童数（分母は定員）

南部（14） 香 里

蹉跎東 山之上

※各小学校上段は平成29年5月1日現在の児童数

川 越 枚 方 蹉 跎

山 田 桜 丘

中宮北 交 北 桜丘北

枚 ニ 東香里 伊加賀

春 日 開 成 五 常

香 陽 蹉跎西

中部（12）

小 倉 中 宮 殿 一

磯 島 高 陵 明 倫

山田東

東部（9）

津田南 菅原東

北部（10）

樟 葉 殿 ニ

西長尾

津 田

藤 阪 菅 原 氷 室

田口山 長 尾

樟葉北

樟葉南 招 提 船 橋

樟葉西 西牧野

牧 野 平 野
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○モデル事業の実施内容 

 

 

 

標準実施時間（基本） 

図書室及び指定専用室：14:30～17:00、校庭又は体育館開放：15:30～17:00 

Ａパターン 

校庭又は体育館、図書室の自由開放（指定専用室を確保）  

 

 従 事 内 容 配置人員 人数 

Ａ 

活動の総括、連絡調整 

※教員、幼稚園教諭、保育士等の有資格者、もしくは子どもに関わる仕事の経験者を想定 
統括責任者 1 人 

事業の企画、児童の活動の支援 

※教員、幼稚園教諭、保育士等の有資格者、もしくは子どもに関わる仕事の経験者を想定 
運営指導員 1 人 

校庭又は体育館の安全確保及び参加児童への安全指導、助言 安全指導員 1 人 

図書室及び指定専用室の安全確保及び参加児童への安全指導、助言 安全指導員 1 人 

 

 

 

 

標準実施時間（基本） 

図書室及び指定専用室：14:30～16:30、校庭又は体育館開放：15:30～16:30 

Ｂパターン 

校庭又は体育館、図書室の自由開放（指定専用室を確保） 

定期・随時の体験活動等の教室を開催（最大 30日開催） 

  

 従 事 内 容 配置人員 人数 

Ｂ 

活動の総括、連絡調整 

※教員、幼稚園教諭、保育士等の有資格者、もしくは子どもに関わる仕事の経験者を想定 
統括責任者 1 人 

事業の企画、児童の活動の支援 

※教員、幼稚園教諭、保育士等の有資格者、もしくは子どもに関わる仕事の経験者を想定 
運営指導員 1 人 

校庭又は体育館の安全確保及び参加児童への安全指導、助言 安全指導員 1 人 

図書室及び指定専用室の安全確保及び参加児童への安全指導、助言 安全指導員 1 人 

教室実施会場における体験活動・学習等にかかる指導・助言 教室指導員 1 人 

 

 

※配置人数については、最低人数とする。 

※6限の授業終了までは校庭・体育館の使用は困難であるため、校庭又は体育館開放は 15:30～とする。 

※いずれの場合も、放課後自習教室は現状の枠組みで継続する。 

   ※第 1クール、6月の平日授業日は 21 日、7 月の平日授業日は 14 日。夏休み期間の平日は 7日。土曜日は 9日。

第 2クール、10 月の平日授業日は 22日、11月は 21日、12月は 15 日。冬休み期間の平日は 4日。土曜日は

11 日（祝日除く）。この中から、最大実施日数（第 1クールは 45 日、第 2クールは 60日）以内で、地域と学

校の実情（行事等）に応じて、実施日を決定する。また、夏・冬休みの平日、土曜日に実施する場合、既存

の留守家庭児童会室事業、子どもいきいき広場事業の実情との調整を基本に、午前もしくは午後 3時間の実

施とする。 

【第 1クール】 6月 1日（金）～7月 31日（火） ［最大 45日実施］ 

【第 2クール】 10月 1日（月）～12月 28日（金） ［最大 60日実施］ 
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◇放課後子ども教室モデル事業における検証項目 
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【参考】児童の放課後のありかたに関する基本的な考え方 
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【参考】児童の放課後の過ごし方（時間） 

  
※上のイメージ図は夏季（帰宅時間 17:00）のもの。冬季は帰宅時間が 16:30になる。 
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【参考】放課後の子どもたちをめぐる取り組み実績 


